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第８回盛岡地方裁判所委員会議事概要

第１ 開催日時

平成１８年１月２４日（火）午後２時３０分～午後５時００分

第２ 開催場所

盛岡地方裁判所大会議室（５階）

第３ 出席者

（委員）

石橋乙秀，榎戸道也，遠藤勇一，志和敬子，杉山愼治，藤原祐子，丸山仁，村上満

男，吉田誠一，若原正樹（委員長 （五十音順，敬称略））

（庶務）

佐藤家裁事務局長，齋藤民事首席書記官，武田刑事首席書記官，小野地裁事務局次

長，大内家裁事務局次長，門脇地裁総務課長，松田主任書記官，石川地裁総務課課

長補佐，工藤地裁庶務係長

第４ 議事

１ 開会あいさつ（若原委員長）

２ 新委員紹介

３ 裁判所の取組状況報告

庶務担当から，前回の委員会以降の取組状況について，次の報告がなされた。

， 「 」盛岡地 家裁本庁及び管内庁舎等のバリアフリー化を目的とした 点字ブロック

の整備について

平成１７年１１月２６日開催の「裁判員制度全国フォーラムｉｎ岩手」の実施結

果について

４ 議事テーマ「裁判所の新しい取組みについて」の意見交換等

基本説明等

意見交換に先立ち，民事事件における裁判所の新しい取組みとして，次の説明が

なされた。

ア 「不動産競売手続」において，インターネットで物件情報等の閲覧やダウンロ

ードをすることが可能となった「Ｂｒｏａｄｃａｓｔ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

ｏｆ Ｔｒｉ－ｓｅｔ ｓｙｓｔｅｍ（略称「ＢＩＴ 」の説明及び実演（庶」）

務担当）

イ 「知的財産関係訴訟」の概要及び平成１７年４月１日設立の知的財産高等裁判

所について，パワーポイントを使用して説明（榎戸委員）



- 2 -

意見交換

「不動産競売手続」に関し，概略，次の意見交換がなされた。

， ，○ 不動産競売手続には 不動産業者だけが参加して買い受けしている印象があるが

実態はどうか。

○ 不動産競売の物件情報が閲覧できる部屋の様子をときどき見ているが，女性の市

民なども閲覧している。不動産業者以外の一般の人も競売に参加しているのではな

いかと思われる。

○ 一般人が裁判所の競売手続に参加するとは思えないので，一般人に広めようとし

てインターネットを利用した情報提供システム「ＢＩＴ」を稼働するのはいかがな

ものか。

○ 物件情報をインターネットで得ることで，不動産業者だけでなく，他業種の企業

や一般人が競売手続に参加しやすくなり，適正・迅速な競売手続の実現を図ること

が可能になるのではないだろうか。

○ 不動産業者が競売事件で不動産を購入し，その不動産を転売するときに，競売物

件だったことを買主に伝えているのだろうか。

○ 最近は業者の説明責任が厳しく問われる状況にあり，確定的ではないがそのよう

な説明もされているのではないかと思われる。また，買主の側でも不動産登記簿を

閲覧等すれば，競売物件であったことは理解できるようになっている。一般人が競

売手続に参加する場合，競売物件であることからリスクが生じる可能性はあるが，

買い受け希望者には，現地を確認すること，手続等で分からないところや不安があ

れば専門家に相談するように勧めている。

第５ 次回委員会について

次回は６月の１９日から２３日までの間に開催する方針とし，具体的な開催日時及

び開催テーマ等は，庶務担当から改めて通知することとした。

第６ 閉会

以 上


